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第１ 請求の概要と受理

１ 請求人

甲

２ 請求書の提出

平成 28年７月 11日

３ 請求の概要

平成 28年４月に杉並区長（以下「区長」という。）が宣言した保育緊急事態

により、旧学校施設の今後の活用について再検討することが必要な事態になっ

たと解することから、別紙事実証明書（杉並区永福体育館移転改修建築工事の

発注予定表及び保育施設用地整備工事その４（履行場所：杉並区立久我山東原

公園）の一般競争入札の公告）に示す旧永福南小学校（教室棟）の解体及び同

地におけるビーチコートの新設並びに保育施設用地整備工事に係る公金の支

出を差し止めるよう、区長及び杉並区教育委員会（以下「教育委員会」という。）

に対し勧告することを求める。

請求人が提出した「職員措置請求書」は別紙１－１のとおりであり、その請

求の要旨及び暫定的停止勧告（執行停止）の申立ての内容は次のとおりである。

（請求の要旨）

（１）すぎなみ保育緊急事態宣言

    平成28年４月、区は「すぎなみ保育緊急事態宣言（以下「保育緊急事

態宣言」という。）」を行い、①平成28年４月の待機児童数が昨年度の42

人を大きく上回る136人となったこと、②今のままでは来年500人を超え

る待機児童が発生すること、③この危機的状況を打開するために、これ

まで手をつけてこなかった学校や公園を含めた区有施設を聖域なく活

用し、保育施設に転用すること等を明らかにした。

（２）待機児童解消緊急対策の発表

    保育緊急事態宣言を受け、平成28年５月、区は新たな「待機児童解消

緊急対策」を発表し、区立公園や中庭といった不特定多数の区民に開か

れた地域のオープンスペース５か所（久我山東原公園、向井公園、高井

戸みどり公園、井草地域区民センター中庭、善福寺だいかんやま公園）

を含む11か所の区有施設を活用した新たな保育所整備案を示した。

（３）築29年の旧永福南小学校（教室棟）の存在

    このように区立公園が保育施設の転用対象となる一方で、平成25年３

月31日をもって廃止された杉並区立永福南小学校（以下「旧永福南小学

校」という。）はその対象に含まれていなかった。

    それは、この教室棟については、早々に取り壊される方針が打ち出さ
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れており、その跡地には新たにビーチコート（国際規格のビーチバレー

場）が整備される予定となっていたからである（永福体育館移転改修事

業）。

    しかし、ビーチの存在しない杉並区（以下「区」という。）において、

ビーチバレーは区民に馴染みのあるスポーツとはいい難く、その整備を

求める声も大きなものとはいえず、しかも区においてはビーチバレー競

技大会の開催実績もなく、いきなり住宅地域に国際規格のビーチコート

を整備するというものである。

    保育緊急事態を宣言する前であればいざ知らず、区長自ら待機児童の

激増に見合う保育所用地の確保が困難であることを明らかにし、区立公

園まで廃止しなければ対応できないと説明している現状の中では、もは

や本事業の遂行を正当化できる根拠は見いだし難いというべきである。

（４）認可保育所整備の「重点地域」となっていた永福

    区の「認可保育所の整備・運営に関する提案募集要項」によると、公

募対象の重点地域として、具体的に、高円寺駅南側、西荻窪駅北側、代

田橋駅・永福町駅といった固有名詞が挙げられており、これは、平成27

年10月版においても、平成28年４月改定版においても全く同様の記載で

ある。

    しかし、待機児童解消緊急対策で示された11か所にこれらの地域は含

まれていない。旧永福南小学校は、重点地域として挙げられていた永福

町駅から徒歩10分程度（永福一丁目）に存在し、また、保育所整備率も、

阿佐谷・荻窪地域では４割を超える一方、永福和泉などでは１割台にと

どまっているとの現状が確認されており、その整備には著しい格差があ

る。

    したがって、今回ここに転用可能区有地を有しながら追加整備がない

のは、あまりにも不自然であり、裁量権の逸脱濫用と指摘せざるを得な

い。

（５）施設再編整備計画との整合性

    区が平成26年３月に策定した「杉並区区立施設再編整備計画（第一

期）・第一次実施プラン（以下「施設再編整備計画」という。）」は、区

立施設の複合化、多機能化、長寿命化、学校施設と学校跡地の有効活用

といった基本的な考え方をもとに、持続可能な区政経営を目指すものと

なっており、これを踏まえて、学校施設の改築時期についても、おおむ

ね50年から60年とするとの方針が打ち出されたところである。

    この中で、旧永福南小学校については、「既存校舎を特別養護老人ホ

ームに転用」、「体育館を老朽化した近隣の永福体育館に転用」と記載さ

れ、築29年と、まだ長く使うことのできる区有施設であることから、既

存施設を生かす形で有効活用を図ることになっていた。

    ところが、その後、ここに入り込んできたのがビーチコートの整備で

あり、既存校舎の一部である教室棟を解体し、その跡地に東京23区内初

の国際規格のビーチコートを整備するというものである。
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    その耐用年数からみても、まだ20年以上使用可能な建物を何ら再利用

することなく取り壊すことは、施設再編整備計画で示された「区立施設

を取り巻く状況」や「計画の基本的な考え方」を踏まえておらず、そこ

から大きく外れた発想といわざるを得ない。一度取り壊された建物の復

元は容易なことではなく、区に回復困難な損害を与えるものである。

    平成28年４月の保育緊急事態宣言により、施策の優先順位が改められ

た今、その事業遂行を見直すのは当然というべきである。

（６）まとめ

  ア 区長及び教育委員会の他事考慮

     既に存在している都市公園は、みだりに全部又は一部を廃止しては

ならないとされている（都市公園の保存義務、都市公園法第16条）。

     すなわち、公園の撤去は、あくまで最終手段として認めうるもので

あって、他に選びうる手段がある場合に撤去を選択し、そこに公金を

支出することは、裁量権の逸脱濫用として違法の疑いがある。旧永福

南小学校（教室棟）は、永福町駅から徒歩10分程度に立地し、認可保

育所整備の重点地域と位置付けられていた地域内に存在しており、ま

さに「他に選びうる手段」が存在するのである。

     オリンピックの主催者でもない区が、本年度だけでも４億円を超え

る費用を投じてビーチコートを新設し、その代わりに区立公園を廃止

して保育施設を整備するという選択が合理的といえるのか。都市公園

の保存義務に加え、保育の実施義務（児童福祉法第24条）が課せられ

ている区が担うべき事業選択として妥当といえるのか。区が「他に選

びうる手段」を有しているにもかかわらず、これを活用しないのは、

他事考慮の結果といわざるを得ない。

イ 回復困難な損害の発生

     久我山東原公園の周辺を中心に、不合理な意思決定への不信は現在

なお収まっておらず、地域に根付いている公園の廃止といった回復困

難な財産的損害が発生することはもちろんのこと、地域不和、区政へ

の協力拒否、コミュニティの喪失といった側面を含めて回復困難な損

害が生じる蓋然性が高いと考えられる。

     しかし、これらは、旧永福南小学校（教室棟）の解体を取りやめる

ことにより解決可能であり、学校跡地についても聖域とすべきではな

く、ビーチコートの新設を見直すことを含め、再考することが不可欠

というべきである。

     長期に使用可能な建物を安易に解体することは、施設再編整備計画

で明らかにされている「区立施設を取り巻く状況」及び「計画の基本

的な考え方」を無視した対応であるといわざるを得ず、区立施設の老

朽化が加速している今日、区に回復困難な損害を与えるものである。

     また、解体を選択すれば、この地は待機児童解消緊急対策に生かす

ことが不可能となり、この観点においても、安易な解体は、区に回復
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困難な損害を与えるものである。

（暫定的停止勧告（執行停止）の申立て）

     本件監査請求は、支出負担行為がなされることが相当の確実さをもって予測

される事態であることを踏まえ、区に回復困難な損害が生じることを避けるた

め緊急の必要があることから行うものである。

     よって、地方自治法第 242 条第３項の規定により、この監査手続が終了する

までの間、区長及び教育委員会に対し、本件に係る予算執行を暫定的に停止す

るよう勧告することを求める。

４ 請求の受理

本件監査請求は、平成 28年７月 20日の監査委員会議において、地方自治法

第 242 条所定の要件を具備しているものと認め、受理することを決定した。

請求人には、同日付けでこの旨を通知した。

５ 暫定的停止勧告

本件監査請求は、公金の支出の差止めを求めるものであることから、受理後

直ちに、地方自治法第 242 条第３項に規定する暫定的停止勧告の適否について

審査した。

暫定的停止勧告は、財務会計行為の停止という行政活動に重大な影響を与え

るものであることから、当該行為の違法性に係るものに限られ、請求に理由が

あるという確定的な根拠までは必要ないものの、当該行為が違法であると思料

するに足りる相当な理由があることが、その要件の一つとされている。

そして、この相当な理由とは、社会通念上客観的にみて合理的な場合をいい、

相当程度具体的な証拠に基づいて違法であることが疎明されることが必要で

あると解されているが、本件監査請求においては、証拠の提出はあるものの、

事実関係を示すにとどまっており、それが違法であることの裏付けとなるもの

とまではいえない。

したがって、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があると

は認められないことから、暫定的停止勧告を行わないこととした。

請求人には、平成 28年７月 20日付けで暫定的停止勧告の要件に該当しない

ものと判断した旨を通知した。
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第２ 監査の実施

１ 証拠の提出

請求人に対して、地方自治法第 242 条第６項の規定に基づき、証拠の提出の

機会を設け、平成 28年８月３日に、請求人から新たな証拠の提出を受けた。

    なお、職員措置請求書に「請求人は下記をもって陳述に代える」と記載され

ていることから、同項に基づく請求人の陳述聴取は行わないこととした。

請求人が提出した「新たな証拠」は別紙１－２のとおりであり、その要旨は

次のとおりである。

（新たな証拠の要旨）

（１）首都圏における屋外常設ビーチコートの現況

    国際規格のビーチコート整備について、平成27年10月14日の杉並区議

会決算特別委員会（以下「決算特別委員会」という。）の会議録を確認

すると、杉並区教育委員会事務局スポーツ振興課長（以下「スポーツ振

興課長」という。）が「首都圏では、東京の大田区と神奈川県の川崎市、

藤沢市、平塚市、あと埼玉県の越谷市と深谷市にコートがある」旨の答

弁を行っているが、この答弁は誤りであり、訂正されなければならない。

    請求人が確認したところ、我々が思っているよりもビーチバレーは人

気がなく、かつて東京23区内（大田区羽田）に存在していた屋外常設の

ビーチコートは、既に平成27年５月に閉鎖されていた。

    当該地は、工業専用地域であったことから、集客策等において柔軟な

対応が可能な環境であったにもかかわらず、閉鎖の憂き目を見ている。

旧永福南小学校の場合は、第一種低層住居専用地域であるなど、羽田と

は全く異なる立地・環境であることから、五輪後の維持管理はより深刻

な事態になるといわざるを得ない。

    すなわち、国際規格でビーチコートを建設したとしても、その立地環

境の下において、五輪後、その国際規格水準にふさわしい活用について

確実な展望があるとはいえず、「負の遺産」となりかねない。

（２）廃止閉鎖されたビーチコート（大田区羽田旭町10－１）について

    大田区羽田旭町10－１に存在した常設ビーチコートが既に廃止され

ていることについて、添付資料（現地現況写真３枚及び別紙１枚）によ

って明らかにし、教育委員会の虚偽答弁を証明する。

２ 監査対象事項

旧永福南小学校（教室棟）の解体及び同地におけるビーチコートの新設並び

に久我山東原公園における保育施設の整備について、違法又は不当の有無等を

調査し、それらを踏まえて監査結果を導くこととした。

３ 対象部局とその抗弁要旨

区長部局（企画課、施設再編・整備担当、保育施設整備推進担当及びみどり
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公園課）及び教育委員会（スポーツ振興課）を本件監査の対象部局とし、それ

ぞれ、抗弁書の提出を求め、平成 28年７月 29日に抗弁書の提出を受けるとと

もに、同年８月５日に説明を聴取した。

    また、教育委員会に対しては、同年８月３日に請求人から提出された新たな

証拠に対する抗弁書の提出を求め、同年８月 12日に抗弁書の提出を受けた。

平成 28年７月 29日付けの区長部局の抗弁書（別紙２）並びに同日付けの教

育委員会の抗弁書（別紙３－１）及び同年８月 12 日付けの教育委員会の抗弁

書（別紙３－２）の要旨は、次のとおりである。

３－１ 平成 28 年７月 29 日付けの区長部局の抗弁書の要旨

抗弁書には、①旧永福南小学校の現況、②旧永福南小学校跡地活用に関する

これまでの経緯及び③今回の措置請求に関する区の見解について記載されて

いる。

「今回の措置請求に関する区の見解」の要旨は、次のとおりである。

なお、「旧永福南小学校の現況」及び「旧永福南小学校跡地活用に関するこ

れまでの経緯」の要旨については、「第３ 監査の結果」において記載した。

（１）旧永福南小学校の既存校舎の活用について

請求人は、旧永福南小学校（教室棟）の存在を取り上げ、「本事業の遂

行を正当化できる根拠は見いだし難い」と主張する。

旧永福南小学校東側校舎（教室棟）は、昭和 62 年に竣工された建物で

あることから、他用途への転用も可能であり、区では、当初、区の喫緊か

つ重要課題である特別養護老人ホームに転用することとしていたが、詳細

な検討を行った結果、校庭を活用した整備に方針を変更し、東側校舎（教

室棟）については、将来的な負担等を総合的に踏まえ、解体撤去する手法

を選択したものである。

また、西側校舎（管理・教室棟、体育館）は、既存の学校体育館を一部

改修することにより、老朽化が課題となっていた永福体育館の移転先とし

て活用することとした。これは、統合後の学校跡地の有効活用や老朽化し

た建物の改築改修経費の縮減の観点からも有益であり、かつ、現在の永福

体育館用地の保育施設をはじめとした他用途への活用を可能とするもの

である。

このことにより、区の計画は、学校跡地を効果的に活用できるものであ

り、区の判断に違法又は不当な点はない。

（２）待機児童解消緊急対策について

請求人は、「旧永福南小学校（教室棟）を活用した保育施設の整備は他

に選びうる手段に当たる」、また、「解体を選択すれば、この地は待機児童

解消緊急対策に生かすことが不可能となり、この観点においても、安易な

解体は、区に回復困難な損害を与えるものである」と主張する。

区では、平成 28 年４月の保育緊急事態宣言を踏まえ、同年５月に平成

29年４月の待機児童解消に向けた待機児童解消緊急対策を策定し、区立施
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設の転用等により施設整備数を大幅に増やすこととした。

今回施設を整備することとした候補地は、認可保育所整備に必要な一定

規模以上の面積、立地条件、接道の状況、平成 29 年４月までに整備が可

能であるなどの条件を満たした施設の中から、地域の保育需要などに照ら

して選定したものである。

なお、久我山東原公園については、区立公園 272 か所から面積 1,000 ㎡

以上の公園 110 か所のうち敷地や土地の条件の悪いものを除いた 41 か所

から都市計画公園等を除く７か所に絞り込んだ中で、接道条件等を勘案し

て保育適地として選定したものである。当該地周辺の久我山東児童遊園や

富士見丘北公園についても検討したが、上記の選定条件を満たしていなか

った。また、久我山東原公園の一部の転用に関しては、住民説明会を３回

実施するとともに、子どもたちの遊び場の代替えとして、平成 28 年８月

１日から、久我山五丁目４番の土地を暫定的に広場として開放すること及

び久我山小学校の学校開放事業を拡充することなどにより、区民の理解に

努めてきた。

待機児童解消緊急対策は、平成 29 年４月までに保育施設を整備するこ

とを目的とした取組であり、区の判断に違法又は不当な点はない。

（３）都市公園の保存について

請求人は、「既に存在している都市公園は、みだりに全部又は一部を廃

止してはならないとされている」、また、「公園の撤去は、あくまで最終手

段として認めうるものであって、他に選びうる手段がある場合に撤去を選

択し、そこに公金を支出することは、裁量権の逸脱濫用として違法の疑い

がある」と主張する。

都市公園の保存については、都市公園法第 16 条に規定のとおりである

が、同条第１号において、都市公園の全部又は一部の廃止が「公益上特別

の必要がある場合」は認められるものとされている。今回、都市公園の全

部又は一部を廃止して保育所を設置することは、待機児童解消緊急対策に

よるものであり、「公益上特別の必要がある場合」に当たる。

また、平成 24 年４月に国土交通省都市局が示した「都市公園法運用指

針（第２版）」によれば、「公益上特別の必要がある場合」とは、その区域

を都市公園の用に供しておくよりも、他の施設のために利用することの方

が公益上より重要と判断される場合のことであるとされている。

以上のことから、区の判断に違法又は不当な点はない。

（４）永福地域の保育需要への対応について

請求人は、「転用可能区有地を有しながら追加整備がないのは、あまり

にも不自然であり、裁量権の逸脱濫用と指摘せざるを得ないものがある」、

また、「都市公園の保存義務に加え、保育の実施義務（児童福祉法第 24条）

が課せられている区が担うべき事業選択として妥当といえるのか」と主張

する。

請求人が主張するとおり、「認可保育所の整備・運営に関する提案募集
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要項」では、公募対象の重点地域として永福町駅を挙げており、これまで

も区立施設や民有地の活用を検討し、精力的に保育定員の増に努めてきた。

待機児童解消緊急対策を取りまとめる際の検討においても、当該地域で転

用できる区立施設の抽出を行ったが、当該用地については、平成 29 年４

月までの整備に間に合わないため、候補地から除外した。

一方、平成 30 年度以降も保育需要がさらに高まることが見込まれ、永

福地域での保育施設の整備は不可欠であることから、旧永福南小学校跡地

の整備方針を一部変更し、保育施設を整備することとしたものである。

今後とも、現在の永福体育館の跡地をはじめ、区立施設の再編整備によ

り生み出された用地などを活用しながら、当該地域における保育施設の整

備を計画的に進めていく考えである。

以上のことから、今回の計画は妥当であり、区の判断に違法又は不当な

点はない。

（５）施設再編整備計画との整合性について

請求人は、「長期に使用可能な建物を安易に解体することは、施設再編

整備計画で明らかにされている「区立施設を取り巻く状況」及び「計画の

基本的な考え方」を無視した対応であるといわざるを得ず、区立施設の老

朽化が加速している今日、区に回復困難な損害を与えるものである」と主

張する。

しかし、区の計画は、校庭部分を活用し、重度身体障害者入所施設（障

害者支援施設）を併設した特別養護老人ホームの整備及び学校体育館の改

修による地域体育館への転用を可能とするだけでなく、地域体育館の跡地

活用により保育需要等への対応を図ることもできるものである。

したがって、この計画は、施設再編整備計画に示した基本方針（複合化・

多機能化等による効率化の推進、学校施設と学校跡地の有効活用、緊急性

の高い施設の優先整備）に合致するものであり、区の判断に違法又は不当

な点はない。

３－２ 平成 28 年７月 29 日付けの教育委員会の抗弁書の要旨

抗弁書には、①永福体育館の移転改修とビーチコートの整備の経緯、②旧永

福南小学校校舎の東側部分（教室棟）を解体する必要性、③永福体育館の移転

改修の考え方、④旧永福南小学校跡地の整備方針の一部変更、⑤契約及び予算

執行の流れ及び⑥職員措置請求に対する教育委員会の見解について記載され

ている。

その要旨は、次のとおりである。

なお、「永福体育館の移転改修とビーチコートの整備の経緯」及び「旧永福

南小学校跡地の整備方針の一部変更」の要旨については、「第３ 監査の結果」

において記載した。

（１）旧永福南小学校校舎の東側部分（教室棟）を解体する必要性

施設再編整備計画では、既存校舎の西側部分を改修して永福体育館に転
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用し、既存校舎の東側部分（教室棟）を改修して特別養護老人ホームを整

備することとしていたが、最大数の入所定員の確保とコストの縮減、維持

管理や運営面での容易さ等を総合的に勘案し、校舎改修ではなく校庭に特

別養護老人ホームを整備し、障害者団体からの要望を踏まえ、重度身体障

害者入所施設（障害者支援施設）を併設することとした（旧永福南小学校

跡地の整備方針）。

特別養護老人ホーム及び重度身体障害者入所施設（障害者支援施設）（以

下「特別養護老人ホーム等」という。）の整備に当たっては、区が社会福

祉法人に用地を貸し付け、当該法人が施設を建設することから、貸し付け

る敷地面積を明確にするため、校庭部分を特別養護老人ホーム等の用地と

して敷地分割することとした。

また、永福体育館の整備に当たっては、既存校舎を活用して移転改修を

行うこととしているが、当該用地は建ぺい率 40％（角地緩和適用により

50％）、容積率 80％の第一種低層住居専用地域であり、校舎部分の敷地面

積では既存校舎全体を残すと建築基準法に抵触するため、区は、既存校舎

の西側部分を改修して体育館に転用し、既存校舎の東側部分（教室棟）を

解体することとした。

（２）永福体育館の移転改修の考え方

教育委員会では、大宮前体育館、妙正寺体育館などの近年の区立体育館

の改修に当たり、子どもから高齢者まで区民誰もがスポーツ・運動に親し

み、健康で豊かな暮らしの拠点となるよう、健康・体力づくり関連の機能

の充実を図ってきた。

永福体育館の移転改修に当たっても、これらと同様の考え方に基づき、

従来のアリーナを備えた体育館に加えて、小体育室、トレーニングルーム、

会議室等の附帯施設を整備するとともに、既存校舎の東側部分（教室棟）

を解体した空地の有効活用を図るため、屋外運動広場（以下「ビーチコー

ト」という。）を設けることとしたものである。

このビーチコートについては、新たなスポーツ分野の振興を図る観点か

らのビーチスポーツのほか、健康増進のための活動により多世代での利用

を図ることができるものである。

また、ビーチコートは、ビーチバレーボールの国際基準（以下「国際基

準」という。）を満たすように整備することとしている。その理由は、①

23 区初となる国際基準を満たす常設ビーチコートを整備することにより、

東京 2020 オリンピック競技大会の開催に際して、区内に競技会場となる

施設がない中で、事前キャンプ地等として活用することで、外国選手団と

の触れ合いを通した国際交流や青少年育成、地域の活性化や区の知名度の

向上等が期待できること、②オリンピック開催後も、国内のビーチスポー

ツのトップレベルの選手による試合や練習会場として利用されることで、

区民に対してトップアスリートの技術等を目の当たりにする機会を定期

的かつ継続的に提供できることである。
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（３）職員措置請求に対する教育委員会の見解

教育委員会は、先に述べたとおり、施設再編整備計画及びこれに基づく

整備方針により、旧永福南小学校の既存校舎の西側部分を改修して永福体

育館を移転することとし、校庭部分に特別養護老人ホーム等を建設するた

めに敷地分割を行うと建築基準法に抵触することから既存校舎の東側部

分（教室棟）を解体することとした。併せて、解体した空地の有効活用を

図るため、ビーチコートを設けることとしたものである。

その後、旧永福南小学校跡地の一部に保育施設を整備するために「旧永

福南小学校跡地の整備方針」の一部が変更された（ビーチコートの南側部

分を敷地分割して保育施設を整備する）ことに伴い、教育委員会は、ビー

チコート部分の面積を必要最低限に精査した上で、南側に整備することと

していた倉庫、観覧席及び駐輪場を北側部分に立体化して配置するなど、

永福体育館移転改修工事の設計を変更することとしたものである。

これらのことから、教育委員会の判断に違法又は不当な点はない。

３－３ 平成 28 年８月 12 日付けの教育委員会の抗弁書の要旨

抗弁書には、①首都圏における屋外常設ビーチコートの現況、②大田区のビ

ーチコート（ビーチスタジアム東京ベイ）の廃止及び③新たな証拠に対する教

育委員会の見解について記載されている。

その要旨は、次のとおりである。

（１）首都圏における屋外常設ビーチコートの現況

平成 27 年 10 月 14 日に決算特別委員会でスポーツ振興課長が答弁した

屋外常設のビーチコートについては、神奈川県川崎市（川崎マリエン）、

藤沢市（鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーン）、平塚市（湘南ベルマ

ーレひらつかビーチパーク）、埼玉県越谷市（しらこばと水上公園）及び

深谷市（深谷グリーンパーク）は平成 28年８月 12日現在も運営している

が、大田区（ビーチスタジアム東京ベイ）は請求人の主張のとおり、平成

27年５月に廃止されている。

なお、このほか、首都圏には、横浜市（八景島海の公園）、千葉県船橋

市（オールサムズビーチスポーツパーク）、御宿町（月の砂漠記念像周辺

特設コート）及び茨城県神栖市（サビアスポルト）に、屋外常設のビーチ

コートが設置されている。

（２）大田区のビーチコート（ビーチスタジアム東京ベイ）の廃止について

大田区にあったビーチコート（ビーチスタジアム東京ベイ）は、テニス

コート（５面）、フットサルコート（３面）、洗車場を備えた総合施設であ

る「クリエイティブライフ羽田パーク」（大田区羽田旭町 10－１）の一施

設として、ビーチコート（１面）が整備されていたが、平成 27 年５月に

ビーチコートを含む施設全体が廃止されている。

平成 28 年８月９日にスポーツ振興課において、当該施設を管理してい

た企業（鹿島建物総合管理株式会社）に施設を廃止した理由を確認したと
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ころ、当該施設（クリエイティブライフ羽田パーク）は、土地を一時的に

活用するため、施設の建設に比べて安価に設置可能なビーチコートやテニ

スコート、洗車場などを整備したものであるが、今後、当該施設の隣接地

を含め他の用途に活用するため、当該施設全体を閉鎖したとの回答を得て

いる。

したがって、請求人がビーチバレーは人気がないと主張することと、大

田区のビーチコートの廃止とは直接の関連がない。

（３）新たな証拠に対する教育委員会の見解

     ア スポーツ振興課長が虚偽答弁したとする主張について

スポーツ振興課長は、施設再編整備計画に基づく旧永福南小学校跡地

の整備方針の具体化に向けて、平成 26年５月 31日に大田区にあったビ

ーチコート（ビーチスタジアム東京ベイ）を視察したほか、同年８月ま

での間に他のビーチコートを視察した。決算特別委員会におけるスポー

ツ振興課長の答弁は、こうした自らの見聞に基づき行ったものである。

平成 27 年５月に当該施設が廃止された事実を承知していなかったこと

から、結果として一部事実と異なる答弁となってしまったが、偽って答

弁したものではない。

     イ ビーチコートは五輪後「負の遺産」となりかねないとの主張について

首都圏には、埼玉県越谷市や深谷市、千葉県船橋市の内陸部にも屋外

常設ビーチコートが設置され、これらの施設においてはビーチバレーの

ほか、ビーチサッカー、ビーチテニス、ビーチフラッグなどのビーチス

ポーツやビーチヨガなどの健康増進事業を行うために年間を通して活

用されており、区においても同様の活用を想定している。

ビーチコートは、地域の住民に日常的・継続的に活用される施設にな

り得るものであり、請求人が主張する「五輪後に負の遺産になりかねな

い」との指摘は当たらない。
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第３ 監査の結果

１ 結 論

本件監査請求については、平成 28年８月 31 日に監査委員４名（上原和義監

査委員、三浦邦仁監査委員、浅井邦夫監査委員及び河津利惠子監査委員）の合

議により、次のように決定した。

本件監査請求には理由がないものと認められるので、これを棄却する。

２ 旧永福南小学校跡地の現況

（１）住所

杉並区永福一丁目７番６号

（２）地域地区

第一種低層住居専用地域

（建ぺい率 40％（角地緩和適用により 50％）、容積率 80％）

（３）敷地面積

10,590.55 ㎡（竣工図による）

（４）建築面積

2,827.07 ㎡、建ぺい率 26.69％（竣工図による）

（５）延べ面積

6,205.63 ㎡、容積率 58.59％（竣工図による）

（６）竣工

昭和 62年（築 29年）

３ 旧永福南小学校跡地活用及び久我山東原公園の保育施設への転用の経緯

（１） 永福南小学校は、永福小学校との統合により、平成 25年３月 31日をもっ

て廃止された。

（２） 平成 26年３月に、区は、施設再編整備計画を策定した。

そのなかで、旧永福南小学校跡地については、「既存校舎を特別養護老人

ホームに転用し、体育館を築 40 年以上経過した近隣の永福体育館に転用す

ることを基本に、地域のニーズも勘案し、校庭を含めた用地全体の有効活用

策を検討する」こととされ、現在の永福体育館の跡地については、「区民福

祉の向上に資するよう有効活用策を検討する」こととされた。

（３） 平成 26年４月に、区は、「認可保育所の整備・運営に関する提案募集要項」

に基づき、公募対象地域の一例として①西荻窪駅南側、②高円寺駅南側及び

③井の頭線沿線（久我山、永福、浜田山等）を明示して事業者を公募した。

    この結果、同年５月に認可保育所整備・運営実施候補者として２事業者を

選定し、このうち、永福町駅前（永福２－54－８）には、平成 27 年４月に

「日生永福町駅前保育園ひびき（定員 70名）」が開設された。
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（４） （２）の施設再編整備計画の策定後、特別養護老人ホームの整備について

詳細な検討を進めた結果、以下のような課題が明確となった。

ア 一般的に区有地（更地）を活用し、特別養護老人ホームを整備する場合

には、社会福祉法人に用地を貸し付け、当該法人が施設整備を行い、国、

都及び区がそれぞれ整備費の一部を補助することとしているが、既存校舎

を転用する場合は、区が改修し、その上で運営を社会福祉法人に委ねるこ

とになることから、施設整備費の補助と比較し、区の財政負担が大きくな

る。

イ 同一建物内で特別養護老人ホームと地域体育館を整備するため、それぞ

れの管理区分（避難経路・動線等）を設定しにくい。

   そこで、既存校舎の改修ではなく、校庭部分に施設を新築することとした

場合には、以下の効果が見込まれた。

    ア 既存建物の構造にとらわれることなく、敷地を有効に活用した諸室の配

置を行うことができ、入所定員数を増加させることができる。

   イ 社会福祉法人に用地を貸し付け、民設民営により特別養護老人ホームの

整備・運営を行うことで、定期借地料収入も見込まれ、区の財政負担を抑

えることができる。

   ウ 区の施設である地域体育館と別の建物とすることで、管理区分が明確に

なり、維持管理や施設の運営が容易となる。

   なお、当該用地は、建ぺい率 40％（角地緩和適用により 50％）、容積率 80％

の第一種低層住居専用地域であり、校庭部分を敷地分割して特別養護老人ホ

ームを整備することに伴い、既存校舎の一部を解体しなければ、地域体育館

に改修する部分の建ぺい率及び容積率が、建築基準法に抵触することになる。

（５） 平成 26 年 10 月に、（４）の検討結果を踏まえ、旧永福南小学校跡地の整

備方針を以下のとおり決定した。

ア 当初の計画では、既存校舎を改修して特別養護老人ホームを整備するこ

ととしていたが、入所定員の最大化、コストの縮減、維持管理や運営面で

の容易さ等を総合的に勘案し、既存校舎の東側部分（教室棟）を解体撤去

した上で、現在の校庭に整備する計画に変更するとともに、障害者団体か

らの要望を踏まえ、重度身体障害者入所施設（障害者支援施設）を併設す

る。また、整備に当たっては、校庭部分を敷地分割し、区が当該用地を社

会福祉法人に貸し付け、当該法人による民設民営とする。

イ 誰もが身近な地域でスポーツ・運動を楽しみ、地域の交流にも資する施

設づくりを推進するため、既存校舎の西側部分を改修して永福体育館に転

用するとともに、会議室等として整備する。また、新たなスポーツ分野の

振興を図る観点から、ビーチスポーツのほか健康増進のための活動にも利

用できるビーチコートを整備する。

（６） 平成 27 年４月に、特別養護老人ホーム等の建設・運営事業者の公募を行

い、同年７月に建設・運営事業者候補者を選定した。
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（７） 平成 27年 12 月に、永福体育館移転改修並びに特別養護老人ホーム等の建

設・運営事業者及び施設整備の概要について、近隣住民への説明会を開催し

た。

（８） 平成 28 年４月の待機児童数が 136 名（速報値）となり、昨年度（42 名）

より 100 名近い増加となったことを受け、新たに平成 29 年４月の待機児童

数を推計したところ、平成 28 年度に既に計画している 1,000 名規模の保育

施設の整備を行っても、500名を超える規模になることが明らかになった。

そこで、平成 29 年４月に待機児童を確実に解消するため、区が保有する

土地・建物を活用して、これまでにない規模で保育施設を整備することとし、

広く区民に理解と協力を求めるため、平成 28 年４月に保育緊急事態宣言を

行った。

（９） 平成 28年５月に、平成 29年４月の待機児童解消に向け、実行計画の計画

量を上回る量の保育施設の整備等を緊急に進めるための平成 28 年度の対策

を待機児童解消緊急対策としてまとめた。

    この緊急対策では、短期間で確実に認可保育所を基本とした施設整備を進

めるため、区が保有する土地・建物を提供することにより、保育事業者によ

る整備を促進することとされた。

そして、区立施設のうち、認可保育所整備に必要な一定規模以上の面積、

立地条件、敷地に接している道路の状況、平成 29 年４月までに整備が可能

であるなどの条件を満たした施設の中から、地域の保育需要などに照らして、

11 か所の区立施設（①久我山東原公園、②向井公園、③高井戸みどり公園、

④井草地域区民センター中庭、⑤天沼中学校隣接用地、⑥旧杉並中継所管理

棟駐車場、⑦土木材料置場、⑧善福寺だいかんやま公園、⑨高齢者活動支援

センター、⑩北公園緑地事務所資材等置場及び⑪職員住宅久我山寮）を選定

し、保育施設を整備することとされた。

そのうち、久我山東原公園については、面積が 1,000 ㎡以上の区立公園 110

か所のうち、立地条件の悪いものを除いた 41 か所から、さらに都市計画公

園等を除いた７か所に絞り込んだ中で、接道条件等を勘案して選定されたも

のである。なお、当該地周辺の久我山東児童遊園や富士見丘北公園について

は、いずれも面積が 1,000 ㎡未満であることなどから、選定されなかったも

のである。

また、旧永福南小学校跡地については、先に述べたとおり、既存校舎の東

側部分（教室棟）を解体撤去する必要があり、解体撤去した上で保育施設を

建設するためには、最短で２年間程度の工期が必要であることから、平成 29

年４月には保育施設を開設することができないため、待機児童解消緊急対策

の対象施設として選定されなかった。

なお、この緊急対策では、平成 29年度以降の取組は、平成 28年度に行う

実行計画の改定において明らかにすることとされた。
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４ 判 断

   請求人は、①築 29年で、これから 20 年以上使用可能な旧永福南小学校（教

室棟）を安易に解体し、その跡地にビーチコートを整備することは、施設再編

整備計画で明らかにされている「区立施設を取り巻く状況」及び「計画の基本

的な考え方」を無視した対応であるといわざるを得ず、また、待機児童解消緊

急対策に生かすことが不可能となり、区に回復困難な損害を与えるものであり、

裁量権の逸脱又は濫用に当たる、②旧永福南小学校は、認可保育所整備の重点

地域である永福町駅から徒歩 10 分程度に存在し、保育施設の転用可能区有地

であるにもかかわらず、待機児童解消緊急対策において、ここで保育施設の整

備を行わずに、久我山東原公園の一部を廃止して保育施設を整備することは、

裁量権の逸脱又は濫用に当たると主張し、旧永福南小学校（教室棟）の解体及

び同地におけるビーチコートの新設並びに久我山東原公園における保育施設

用地整備工事に係る公金の支出の差止めを求めている。

   そこで、①旧永福南小学校（教室棟）の解体及び同地におけるビーチコート

の新設並びに②久我山東原公園における保育施設の整備が、違法又は不当であ

るか否かについて判断する。

（１）旧永福南小学校（教室棟）の解体及び同地におけるビーチコートの新設につ

いて

旧永福南小学校跡地をどのように活用するのかについては、様々な区民ニー

ズ、区立施設全体の状況、財政事情等の諸般の事情を総合的に考慮して政策的

な見地から判断されるものであり、区の合理的な裁量判断に委ねられているも

のと解され、明らかに必要性の認められない施設を設置するなど、その判断に

裁量権の逸脱又は濫用があると認められる場合を除き、違法又は不当とはなら

ないと解するのが相当である。

そこで、旧永福南小学校（教室棟）の解体及び同地におけるビーチコートの

新設に関する区の判断に裁量権の逸脱又は濫用があると認められるか否かに

ついて検討する。

ア 特別養護老人ホームの整備について

まず、特別養護老人ホームの整備の必要性について検討する。

平成 26 年３月に策定された施設再編整備計画においては、旧永福南小学

校跡地は、既存校舎を特別養護老人ホームに、体育館を永福体育館に、それ

ぞれ転用することを基本に、地域のニーズも勘案し、校庭を含めた用地全体

の有効活用策を検討することとされた。

特別養護老人ホームについては、区の総合計画・実行計画において整備目

標が定められ、施設再編整備計画においては高齢化の進展を背景に今後も確

実に需要が増加することから優先的に整備を行うこととされており、また、

他の施設に比べて大規模な用地が必要であることから、整備することとされ

たものである。

したがって、旧永福南小学校跡地に特別養護老人ホームを整備することに

ついて、裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められない。
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イ 旧永福南小学校（教室棟）の解体について

次に、特別養護老人ホームの整備方法の合理性・妥当性について検討する。

特別養護老人ホームは、平成 26 年３月の施設再編整備計画においては、

既存校舎を転用して整備することとされていたが、先に述べたとおり、その

後の詳細な検討の結果、当初の既存校舎の転用案における課題と新たに校庭

部分に整備した場合の効果が明確になった。

ただし、新たに校庭部分に整備する場合は、校庭部分を敷地分割して社会

福祉法人に貸し付けることとなるが、この敷地分割に伴い、既存校舎（建築

面積：2,827.07 ㎡、延べ面積：6,205.63 ㎡）を存置したままにすると建ぺ

い率及び容積率が、下記のとおり、建築基準法に抵触するため、その一部を

解体撤去する必要があるものである。

敷地面積 建ぺい率 容積率

現 況 10,590.55 ㎡ 26.69％ 58.59％

敷地分割後 4,745.02 ㎡ 59.57％ 130.78％

※１ 建ぺい率 40％（角地緩和適用により 50％）、容積率 80％

※２ 「敷地分割後」の欄について、「敷地面積」は体育館部分（ビーチコートを

含む。）のものであり、「建ぺい率・容積率」は既存校舎を存置した場合のも

のである。

そして、こうした検討結果を踏まえ、平成 26年 10月に「旧永福南小学校

跡地の整備方針」が決定され、特別養護老人ホームについては、既存校舎の

転用を行わずに、その東側部分（教室棟）を解体撤去した上で、現在の校庭

部分に整備する計画に変更するとともに、障害者団体からの要望を踏まえ、

重度身体障害者入所施設（障害者支援施設）を併設することとされた。また、

整備に当たっては、校庭部分を敷地分割し、区が当該用地を社会福祉法人に

貸し付け、当該法人が建設・運営することとされたものである。

そもそも、先に述べたとおり、特別養護老人ホームを旧永福南小学校跡地

のどの部分に設置するかについても区の合理的な裁量判断に委ねられてい

ると解するのが相当であり、現在の校庭部分に整備する計画への変更は、入

所定員の最大化、コストの縮減、維持管理や運営面での容易さ等を総合的に

勘案して行われたことからすると、この整備方法の変更は合理性・妥当性を

有するものと認められる。

請求人は、ビーチコートを整備するために既存校舎（教室棟）を解体撤去

するものと主張するが、先に述べたとおり、この解体撤去は、単にビーチコ

ートを整備するためではなく、永福体育館部分の建ぺい率及び容積率を建築

基準法に適合させるために行われるものであり、裁量権の逸脱又は濫用があ

るということはできない。

また、請求人は、これから 20年以上使用可能な旧永福南小学校（教室棟）

を安易に解体することは、施設再編整備計画で明らかにされている「区立施

設を取り巻く状況」及び「計画の基本的な考え方」を無視した対応であると
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いわざるを得ず、区に回復困難な損害を与えるものであると主張する。

確かに、請求人も主張するとおり、これから 20 年以上使用可能な建物を

安易に解体することは適切とはいえず、施設再編整備計画においては、既存

校舎を特別養護老人ホームに転用することとされていたものである。

しかしながら、特別養護老人ホームについては、詳細な検討の結果、入所

定員の最大化、コストの縮減、維持管理や運営面での容易さ等を総合的に勘

案して、既存校舎の東側部分（教室棟）を解体撤去した上で、現在の校庭部

分に整備する計画に変更されたものである。

したがって、区は、当初の既存校舎の転用よりも、より多くの入所定員を

確保するとともに、区の財政負担を軽減するために、既存校舎（教室棟）を

解体して整備することとしたものであり、施設再編整備計画で明らかにされ

ている「区立施設を取り巻く状況」及び「計画の基本的な考え方」を無視し

た対応ということはできず、また、区に回復困難な損害を与えるものとは認

められない。

ウ ビーチコートの新設について

次に、「旧永福南小学校跡地の整備方針」において、既存校舎の西側部分

を改修して永福体育館に転用するとともに、ビーチスポーツのほか健康増進

のための活動にも利用できるビーチコートを整備することとされたことか

ら、このビーチコートの整備の必要性について検討する。

ビーチコートの整備に関して、平成 28年７月 29日付けの教育委員会の抗

弁書では、「①ビーチコートは、既存校舎の東側部分（教室棟）を解体した

空地の有効活用を図るために設けることとしたもので、新たなスポーツ分野

の振興を図る観点からのビーチスポーツのほか、健康増進のための活動によ

り多世代での利用を図ることができるものであり、また、②23区初となる国

際基準を満たす常設ビーチコートを整備することにより、東京 2020 オリン

ピック競技大会の開催に際して、区内に競技会場となる施設がない中で、事

前キャンプ地等として活用することで、外国選手団との触れ合いを通した国

際交流や青少年育成、地域の活性化や区の知名度の向上等が期待でき、オリ

ンピック開催後も、国内のビーチスポーツのトップレベルの選手による試合

や練習会場として利用されることで、区民に対してトップアスリートの技術

等を目の当たりにする機会を定期的かつ継続的に提供できる」と説明されて

いる。

また、平成 28年８月 12日付けの教育委員会の抗弁書では、「首都圏には、

埼玉県越谷市や深谷市、千葉県船橋市の内陸部にも屋外常設ビーチコートが

設置され、これらの施設においてはビーチバレーのほか、ビーチサッカー、

ビーチテニス、ビーチフラッグなどのビーチスポーツやビーチヨガなどの健

康増進事業を行うために年間を通して活用されている。区においても同様の

活用を想定しており、ビーチコートは、地域の住民に日常的・継続的に活用

される施設になり得るものである」と説明されている。

このように、ビーチコートは、新たなスポーツ分野の振興を図る観点から
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のビーチスポーツのほか、健康増進のための活動により多世代での利用を図

るとともに、国際基準を満たすビーチコートを整備することにより、東京

2020 オリンピック競技大会の開催に際しての事前キャンプ地等や国内のビ

ーチスポーツのトップレベルの選手による試合会場等として活用すること

が想定されているものである。

そもそも、先に述べたとおり、旧永福南小学校跡地をどのように活用する

のか、言い換えれば、どのような施設をどのような規模で整備するのか、ま

た、施設を設けずにオープンスペースとするかなどの判断については、区の

合理的な裁量に委ねられているものと解するのが相当である。

ビーチコートは、ビーチスポーツという新たなスポーツ分野の振興や健康

増進を図るために設置されるものであり、この設置目的は合理性・妥当性を

欠くものとは認められず、また、その規模についても、国際基準を満たす施

設を整備することにより、東京 2020 オリンピック競技大会の開催に際して

の事前キャンプ地等としての活用が想定されるものであり、明らかに必要性

のない施設であるとまではいうことができない。

したがって、旧永福南小学校跡地にビーチコートを整備することについて、

裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められない。

この点につき、請求人は、平成 28 年８月３日に新たな証拠を提出し、①

我々が思っているよりもビーチバレーは人気がなく、かつて大田区に存在し

ていた屋外常設のビーチコートは、既に平成 27 年５月に閉鎖されている、

②国際規格でビーチコートを建設したとしても、第一種低層住居専用地域と

いう立地環境の下において、五輪後、その国際規格水準にふさわしい活用に

ついて確実な展望があるとはいえず、「負の遺産」となりかねないと主張す

る。

まず、大田区の施設については、当該施設を管理する企業が土地を一時的

に活用するため、安価に設置可能なビーチコート、テニスコート等を整備し

たものであるが、今後、他の用途に活用するため、当該施設全体を閉鎖した

ことが教育委員会において確認されており、ビーチコートのみが閉鎖された

ものではないことなどからすると、この施設の閉鎖という事実をもって、ビ

ーチバレーは人気がないと即断することはできない。

また、教育委員会は、越谷市、深谷市、船橋市の施設と同様に、ビーチバ

レーのほか、ビーチサッカー、ビーチテニス、ビーチフラッグなどのビーチ

スポーツやビーチヨガなどの健康増進事業を行うために年間を通して活用

することを想定しており、日常的・継続的に活用される施設になる可能性が

あると考えられるものである。

さらに、請求人は、新たな証拠において、平成 27 年 10 月 14 日の決算特

別委員会におけるスポーツ振興課長の答弁は虚偽であると主張する。

確かに、大田区のビーチコートが平成 27 年５月に閉鎖されているにもか

かわらず、同年 10 月に首都圏ではこれを含む６か所のビーチコートが存在

する旨の答弁をしており、一部事実と異なるものではあるが、これは答弁者

自らが大田区のビーチコートを実地見分したものの、その後の閉鎖に不知で
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あったことによるものであって、偽って答弁したものではないと認められる。

なお、教育委員会からは、平成 28年８月 12 日現在、首都圏には、スポー

ツ振興課長が答弁した大田区以外の５か所のビーチコートのほか、４か所の

ビーチコートが設置されていると説明されている。

エ まとめ

以上のとおり、旧永福南小学校（教室棟）を解体し、ビーチコートを整備

することに裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められないことから、違法又

は不当であるということはできない。

（２）久我山東原公園における保育施設の整備について

   次に、久我山東原公園の一部を廃止して保育施設を整備することが、違法又

は不当であるか否かについて検討する。

ア 久我山東原公園における保育施設の整備の必要性について

まず、久我山東原公園における保育施設の整備の必要性について検討する。

区は、平成 28年４月に保育緊急事態宣言を行い、平成 29年４月に待機児

童を確実に解消するため、区が保有する土地・建物を活用して、これまでに

ない規模で保育施設を整備することとした。

これを受けて、平成 28 年５月に、実行計画の計画量を上回る量の保育施

設の整備等を緊急に進めるための平成 28 年度の対策を待機児童解消緊急対

策としてまとめた。

このなかで、区立施設のうち、認可保育所整備に必要な一定規模以上の面

積、立地条件、敷地に接している道路の状況、平成 29 年４月までに整備が

可能であるなどの条件を満たした施設の中から、地域の保育需要などに照ら

して、前述した 11 か所の区立施設を選定し、保育施設を整備することとさ

れたものである。

そのうち、久我山東原公園については、面積が 1,000 ㎡以上の区立公園 110

か所のうち、立地条件の悪いものを除いた 41 か所から、さらに都市計画公

園等を除いた７か所に絞り込んだ中で、接道条件等を勘案して選定されたも

のである。

このように、待機児童解消緊急対策は、平成 29 年４月の待機児童解消の

実現を目指して、限られた期間で多くの施設を確実に整備するために、区立

公園を含む区立施設の保育施設への転用を図ることとされたものである。

確かに、公園は、区民の憩いの場・遊びの場、オープンスペース等として

の機能を有する重要な施設であるが、一方で、区は、宅地率が約７割と高く、

一定規模の面積を必要とする認可保育所の適地が少ない地域でもある。

このような中で、区は、待機児童解消の緊急性・重要性や前述した公園の

有する諸機能などを比較衡量し、総合的に勘案した結果、平成 29 年４月に

待機児童を解消するためには、事業者からの開設提案や新たな用地取得など

による従来の整備手法だけでは実現することができないと判断し、久我山東

原公園等の区立公園の全部又は一部を保育施設に転用するという選択に至
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ったものと認められ、こうした区の判断が合理性・妥当性を欠くということ

はできない。

イ 都市公園法第 16条違反の有無について

ここで、久我山東原公園は、都市公園法に規定する都市公園であることか

ら、その一部の廃止が、都市公園法第 16 条に違反するか否かについて検討

する。

都市公園法第 16 条において「公園管理者は、次に掲げる場合のほか、み

だりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはなら

ない」と規定され、同条第１号において「都市公園の区域内において都市計

画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行され

る場合その他公益上特別の必要がある場合」が規定されている。

すなわち、公園管理者は、みだりに都市公園の区域の全部又は一部につい

て都市公園を廃止してはならないが、「公益上特別の必要がある場合」は、

都市公園の全部又は一部の廃止が認められるものとされている。

そして、この「公益上特別の必要がある場合」とは、平成 24 年４月に国

土交通省都市局が示した「都市公園法運用指針（第２版）」によると、「その

区域を都市公園の用に供しておくよりも、他の施設のために利用することの

方が公益上より重要と判断される場合」をいうものとされている。

もとより、区の区民１人当たりの公園面積は約２㎡と、特別区の中でも低

位にとどまっており、都市公園の全部又は一部をみだりに廃止すべきでない

ことはいうまでもないが、先に述べたとおり、区は、待機児童解消の緊急性・

重要性や公園の有する諸機能などを比較衡量し、総合的に勘案した結果、久

我山東原公園の全部を都市公園の用に供しておくよりも、その一部を廃止し

て保育施設のために利用することの方が公益上より重要であると判断した

ものであり、都市公園法第 16条に違反するということはできない。

この点につき、請求人は、公園の撤去はあくまで最終手段として認めうる

ものであって、他に選びうる手段がある場合に撤去を選択することは、裁量

権の逸脱又は濫用として違法の疑いがあり、旧永福南小学校（教室棟）は、

認可保育所整備の重点地域に存在し、まさに他に選びうる手段が存在すると

主張する。

しかしながら、待機児童解消緊急対策は、平成 29 年４月に待機児童を確

実に解消するためのものであって、旧永福南小学校（教室棟）については、

先に述べたとおり、永福体育館部分の建ぺい率及び容積率を建築基準法に適

合させるために解体撤去する必要があるものであり、解体撤去した上で保育

施設を建設するためには、最短で２年間程度の工期が必要であることから、

平成 29 年４月には保育施設を開設することができないため、この緊急対策

の対象施設として選定されなかったことが認められる。

また、旧永福南小学校跡地の校庭部分には、特別養護老人ホーム等を整備

することとされ、平成 27 年７月にはその建設・運営事業者候補者が選定さ

れ、既に開設に向けて準備が進められているところである。
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したがって、旧永福南小学校跡地は、待機児童解消緊急対策における保育

施設の転用可能区有地であるということはできず、請求人のいう「他に選び

うる手段」とはならないと考えられる。

なお、平成 28 年７月、杉並区実行計画の改定に当たり、今後も保育需要

の増加により、相当数の施設整備が必要であることが改めて確認されたこと

から、区は、旧永福南小学校跡地の整備方針の一部を変更し、国際基準を満

たすビーチコート部分の面積を確保した上で、ビーチコートの南側を敷地分

割し、平成 31 年４月を目途に保育施設を整備することとしたことを付言す

る。

ウ まとめ

以上のとおり、久我山東原公園の一部を廃止して保育施設を整備すること

に裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められないことから、違法又は不当で

あるということはできない。

（３）まとめ

   以上のことから、本件請求には理由がないものと認められるので、これを棄

却する。



- 22 -



別   紙
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平成２８年７月１１日

杉並区監査委員 様

甲    

旧永福南小学校（教室棟）解体及びビーチコート新設等にかかる

予算執行の差止めを求める職員措置請求書

地方自治法２４２条１項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求する。

1. 請求の要旨

請求人は、４月に田中区長が宣言した「保育緊急事態」により、旧学校施設の今後の

活用について改めて再検討することが必要な事態になったと解することから、地方自治

法２４２条１項の規定により、旧永福南小学校の解体及び同地におけるビーチコートの

新設等にかかる予算執行の差止めを求める。

以下、区長及び教育委員会の判断に裁量権の逸脱濫用がみられることを指摘すること

により、その違法不当を明らかにする。

監査委員におかれては、決算と時期が重なるなど、ご多忙の折に恐縮ではあるが、請

求人は下記をもって陳述に代えるので、事情ご賢察のうえ、ただちに監査をお願いする。

記

(1)すぎなみ保育緊急事態宣言

本年４月１８日、田中区長は、臨時の記者会見を開催し、すぎなみ保育緊急事態宣言

（以下「保育緊急事態宣言」という）を行った。

田中区長は、この中で、①この４月の待機児童数は、昨年度の４２人を大きく上回る

１３６人となったこと、②今のままでは来年５００人を超える待機児童が発生すること、

③この危機的状況を打開するために、これまで手をつけてこなかった学校や公園を含め

た区有施設を聖域なく活用し、保育施設に転用すること等を明らかにした。

(2)待機児童解消緊急対策の発表

保育緊急事態宣言を受け、５月１０日、新たな待機児童解消緊急対策が発表された。

この中で、区長は、１１か所の区有施設を活用した新たな保育所整備案を示している（一

別紙１-１
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般会計補正予算第３号）。

この１１か所の中には、職員住宅や資材置き場のほか、区立公園や中庭といった不特

定多数の区民に開かれた地域のオープンスペースも５か所含まれていた（久我山東原公

園、向井公園、高井戸みどり公園、井草地域区民センター中庭、善福寺だいかんやま公

園）。

杉並区の１人当たり公園面積は、約２㎡に過ぎないことから、杉並区は東京２３区の

中でも公園整備にとりわけ課題を有する自治体と説明されてきた過去を踏まえると、今

回の用地選定には、とりわけ苦慮の跡が伺えるものである。議会答弁や住民説明会にお

いても、多くの区民が現に利用している公園を転用対象に選定したことについては「断

腸の思い」と繰り返し答えていることからも、そのことは窺い知ることができる。

しかし、この区長提案の直後より、一部の区立公園を保育所に転用することについて

は百家争鳴の状態となり、テレビを含め、数々のメディアで繰り返し大きく報道される

ところとなった。

(3)築２９年の旧永福南小学校（教室棟）の存在

このように区立公園が保育施設に転用対象となる一方で、閉校した旧永福南小学校（築

２９年）については、その対象に含まれなかった。

保育緊急事態を踏まえ、これまで手をつけてこなかった学校や公園を含めた区有施設

を聖域なく活用すると説明されていたことを踏まえると、先に閉校となった旧若杉小学

校の事例（保育施設として活用中）のように活用される可能性はあったはずである。

なぜ、このような判断となったのか。

それは、この教室棟については、早々に取り壊される方針が打ち出されており、その

跡地には新たにビーチコート（国際規格のビーチバレー場）が整備される予定となって

いたからである（永福体育館移転改修事業）。

本事業の平成２８年度予算額は４億８，６２４万円。既存校舎解体等工事の入札予定

時期は７月となっており、仮契約後、９月に議会に契約議案を提出する予定となってい

ることが明らかとなっている（杉並区議会文教委員会６月８日、文化芸術・スポーツに

関する特別委員会６月１４日）。

しかし、ビーチの存在しない杉並区において、ビーチバレーは区民に馴染みのあるス

ポーツとは言い難く、その整備を求める声も大きなものとは言えない（杉並区内にはビ

ーチバレー競技大会の開催実績もない）。しかも、海外には、公園やテニスコートとい

った場所に砂を持ち込む形で競技大会を開催しているケースもある中、杉並区において

は、過去にそのような実績の積み重ねさえなく、いきなり住宅地域に国際規格のビーチ

コートを整備するというのである。

保育緊急事態を宣言する前であればいざ知らず、田中区長自ら待機児童の激増に見合

う保育所用地の確保が困難であることを明らかにし、区立公園まで廃止しなければ対応

できないと説明しているのが、現在の杉並区である。

このような現状の中では、後述するように、もはや本事業の遂行を正当化できる根拠

は見出しがたいというべきである。
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(4)認可保育所整備の「重点地域」となっていた永福

区の「認可保育所の整備・運営に関する提案募集要項」を確認すると、杉並区の公募

対象地域は、（ア）保育需要が高い（高くなることが見込まれる）地域、（イ）保育施

設が少ない地域。（ウ）交通利便性が高い地域となっており、これらを踏まえた重点地

域として、具体的に、高円寺駅南側、西荻窪駅北側、代田橋駅・永福町駅といった固有

名詞があげられている。

これは、平成２７年１０月版においても、また、平成２８年４月改定版においても全

く同様の記載である。区に待機児童解消・緊急対策本部が立ち上がったのは、ことし３

月のことであったが、それ以前においても以後においても、これら重点地域に変化はな

いのでる。

しかし、今回新たに緊急対策で示された１１か所に、これらの地域は含まれていない。

閉校となった旧永福南小学校は、ここで重点地域として具体的にあげられていた永福町

駅から徒歩１０分程度（永福１丁目）に存在しているにもかかわらず、なぜ、ここを保

育施設として活用しないのか。保育所整備率を確認しても、阿佐ヶ谷・荻窪地域では４

割を超える一方、永福和泉などでは１割台に留まっているとの現状が確認されており、

その整備には著しい格差がある。

したがって、今回ここに転用可能区有地を有しながら追加整備がないのは、あまりに

も不自然であり、裁量権の逸脱濫用と指摘せざるを得ないものがある。

(5)施設再編整備計画との整合性

杉並区の施設は、昭和の高度成長時代に集中的に整備されたものが多いことから、そ

の多くが築５０年を越えるに至っている。

一般的な鉄筋コンクリート造の建築物の耐久性等からも、いま次々と更新時期を迎え

ている状況にある。全ての施設を同じように更新することは難しいことから、計画的に

対応することが求められているのである。

そこで、杉並区では、平成２６年３月に「杉並区区立施設再編整備計画（第一期）・

第一次実施プラン」を策定した。

区立施設の複合化、多機能化、長寿命化、学校施設と学校跡地の有効活用といった基

本的な考え方をもとに、持続可能な区政経営をめざすものとなっている。これを踏まえ

て、学校施設の改築時期についても、概ね５０年から６０年とするとの方針が打ち出さ

れたところである。

この中で、閉校となった旧永福南小学校については、既存校舎を「特養ホームへ転用」、

体育館を「老朽化した近隣の永福体育館に転用」と記載されている。旧永福南小学校は、

築２９年と、まだ長く使うことのできる区有施設であることから、既存施設を生かす形

で有効活用を図ることになっていたのである。

ところが、その後、ここに入り込んできたのが、ビーチコートの整備であった。既存

校舎の一部である教室棟を解体し、その跡地に東京２３区内初の国際規格でビーチコー

トを整備するというのである。

その耐用年数からみても、まだ２０年以上使用可能な建物を何ら再利用することなく

取り壊すことは、杉並区区立施設再編整備計画（第一期）に示された「区立施設を取り
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巻く状況」や「基本的な考え方」を踏まえておらず、そこから大きく外れた発想と言わ

ざるを得ない。一度取り壊された建物の復元は容易なことではなく、区に回復困難な損

害を与えるのである。

計画の策定後に、計画外の内容が入り込んだことについては何らかの判断があったも

のと推察されるが、この４月、田中区長自ら保育緊急事態を宣言し、施策の優先順位が

改められた今、その事業遂行を見直すのは当然というべきである。

(6)まとめ

①区長及び教育委員会の他事考慮

まだ築２９年に過ぎない旧永福南小学校（教室棟）を取り壊し、その跡地にビーチコ

ートを整備する計画は、２０２０年オリンピック東京大会の事前キャンプ地に応募する

ことが、その主たる目的とされている。

なるほど、そこには一定の夢があったのだろう。

しかし、４月に田中区長自身が「保育緊急事態」を宣言し、区立公園を廃止してまで

保育施設の整備を進めることを余儀なくされている今、事情は大きく変わったというべ

きである。

すでに存在している都市公園は、みだりに全部又は一部を廃止してはならない、とさ

れている（都市公園の保存義務／都市公園法１６条）。

すなわち、公園の撤去は、あくまで最終手段として認めうるものであって、他に選び

うる手段がある場合に撤去を選択し、そこに公金を支出することは、裁量権の逸脱濫用

として違法の疑いがある。旧永福南小学校（教室棟）は、永福町駅から徒歩１０分程度

に立地しており、区長自ら認可保育所の整備の「重点地域」と位置づけていた地域内に

存在しているのだ。まさに「他に選びうる手段」が存在するのである。

オリンピックの主催者でもない杉並区が、本年度だけでも４億円を超える費用を投じ

てビーチコートを新設し、その代わりに区立公園を廃止し保育施設を整備するという選

択が、果たして合理的といえるのか。都市公園の保存義務に加え、保育の実施義務（児

童福祉法２４条）が課せられている杉並区が担うべき事業選択として妥当といえるのか。

杉並区が「他に選びうる手段」を有しているにもかかわらず、これを活用しないのは、

他事考慮の結果と言わざるを得ない。

②回復困難な損害の発生

公園廃止に伴う用地整備工事は、本日７月１１日が開札予定日である（別紙）。その

開札によって、契約締結は相当の確実さをもって予測されるところとなるが、それでも

久我山東原公園の周辺を中心に不合理な意思決定への不信は、現在なお収まっていない。

この状態では、地域に根付いている公園の廃止といった回復困難な財産的損害が発生す

ることはもちろんのこと、地域不和、区政への協力拒否、コミュニティの喪失といった

側面を含めて回復困難な損害が生じる蓋然性が高いと考えられる。

しかし、これらは、旧永福南小学校（教室棟）の解体を取り止めることにより、解決

可能なのである。

田中区長が、保育緊急事態宣言の中で「この危機的状況を打開するために、これまで
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手をつけてこなかった学校や公園を含めた区有施設も保育施設に転用」と述べるのであ

れば、学校跡地についても聖域とすべきではない。ビーチコートの新設を見直すことを

含め再考することが不可欠というべきである。

旧永福南小学校（教室棟）は、築２９年であり、その耐久性を考えても、まだこの先

２０年以上使用できる建物である。

長期に使用可能な建物を安易に解体することは、杉並区区立施設再編整備計画（第一

期）で明らかにされている「区立施設を取り巻く状況」及び「計画の基本的な考え方」

を無視した対応であると言わざるを得ず、区立施設の老朽化が加速している今日、区に

回復困難な損害を与えるものである。

また、取り壊された不動産の回復及び利用には、一定の時間がかかることから、解体

を選択すれば、この地は来年４月に必要とされている待機児童解消緊急対策に生かすこ

とが不可能となる。この観点においても、安易な解体は、区に回復困難な損害を与える

ものである。

③結論

よって、請求人は、別紙事実証明書に示す旧永福南小学校（教室棟）の解体及び同地

におけるビーチコートの新設並びに保育施設用地整備工事にかかる公金の支出を差し止

めるよう、監査委員が区長及び教育委員会に対し勧告することを求めるとともに、本請

求を通じて、それら事業の再考又は再構築を区長及び教育委員会に要請するものである。

2．暫定的停止勧告（執行停止）の申立て

本件職員措置請求は、請求の趣旨で述べたとおり、支出負担行為がなされることが相

当の確実さをもつて予測される事態であることを踏まえ、区に回復困難な損害が生じる

ことを避けるため緊急の必要があることから行うものである。

よって、請求人は、監査委員に、地方自治法第２４２条３項の規定により、この監査

手続が終了するまでの間、区長及び教育委員会に対し、本件にかかる予算執行を暫定的

に停止するよう勧告することを求める。

3．事実証明書

(1)年間発注予定表（工事）案件情報「杉並区永福体育館移転改修建築工事」

東京電子自治体共同運営・電子調達サービスhttps://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/ppij/pub

(2)杉並区公告契約第2016－00686号

4．請求者

甲 ㊞
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平成２８年８月１日

杉並区監査委員 様

  甲  ㊞

新たな証拠の提出について

旧永福南小学校（教室棟）解体及びビーチコート新設等にかかる予算執行の差止めを求

める職員措置請求書の受理を受け、新たな証拠を提出する。

記

1. 首都圏における屋外常設ビーチコートの現況

  国際規格のビーチコート整備について、杉並区議会の会議録を確認すると、「首都圏

では、東京の大田区と神奈川県の川崎市、藤沢市、平塚市、あと埼玉県の越谷市と深谷

市のほうにコートがある」との答弁を教育委員会スポーツ振興課長が行っており、これ

を受けて「我々が思っているよりもビーチバレーというのは人気があるんですね」とい

った対話が展開されていることがわかる（平成２７年１０月４日杉並区議会決算特別委

員会）。

  しかし、この答弁は誤りであり、訂正されなければならない。

  請求人が確認したところ、我々が思っているよりもビーチバレーは人気がなく、かつ

て東京２３区内（大田区羽田）に存在していた屋外常設のビーチコートは、すでに平成

２７年５月に閉鎖されていた。

当該地は、工業専用地域であったことから、集客策等において柔軟な対応が可能な環

境であったにもかかわらず、閉鎖の憂き目を見ている。旧永福南小学校の場合は、第一

種低層住居専用地域であるなど、羽田とは全く異なる立地・環境であることから、それ

こそ「五輪後」の維持管理は、より深刻な事態になると言わざるを得ない。

すなわち、国際規格でビーチコートを建設したとしても、その立地環境の下において、

五輪後その国際規格水準にふさわしい活用をどの程度まで図ることができるのか。ここ

に確実な展望があるとはいえず、五輪後「負の遺産」となりかねないのである。

そこで、新たな証拠を提出し、ここに教育委員会の虚偽答弁を証明する。

2. 廃止閉鎖されたビーチコート（大田区羽田旭町１０－１）について

  大田区羽田旭町１０－１に存在した常設ビーチコートが既に廃止されていることにつ

いては、添付資料（現地現況写真３枚及び別紙１枚）によって明らかにする。

  なお、現況写真の撮影日は、いずれも平成２８年７月３０日である。

                                   以 上

別紙１-２
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2 8 杉 並 第 26 0 1 5 号

平成 28 年 7 月 29 日

杉並区監査委員 宛

   

                     杉並区長 田中 良

旧永福南小学校（教室棟）解体及びビーチコート新設等に係る予算執

行の差止めを求める住民監査請求に基づく監査の実施に伴う抗弁書の提

出について

平成 28 年 7 月 20 日付 28 杉監査第 206 号により通知のあった標記の

件について、別紙のとおり提出します。

別紙２
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標記の件について以下のとおり抗弁する。

１ 旧永福南小学校の現況

（１）住所

杉並区永福一丁目 7 番 6 号

（２）地域地区

第一種低層住居専用地域

（建ぺい率 40%（角地緩和適用により 50%）、容積率 80%）

（３）敷地面積

10,590.55 ㎡ （※竣工図による）

（４）建築面積

2,827.07 ㎡ （建ぺい率 26.69％ ※竣工図による）

（５）延べ面積

6,205.63 ㎡ （容積率 58.59％ ※竣工図による）

（６）竣工

昭和 62 年（築 29 年）

２ 旧永福南小学校跡地活用に関するこれまでの経緯

（１）平成 26 年 3 月に「杉並区区立施設再編整備計画（第一期）・第一次実施

プラン」を策定。再編整備の方向性として、統合に伴う学校の跡地については、

区民福祉の向上に資するよう、災害対策やまちづくりの視点と、全区的な行

政需要への対応という視点の両面から、有効な活用策を検討することとした。

これを受け、統合後の永福南小学校跡地については、既存校舎を区の喫緊

の課題であり、かつ他の施設に比べ大規模な用地が必要な特別養護老人ホ

ームに転用し、体育館については、昭和 42 年に建設され老朽化している近

隣の永福体育館に転用することを基本に、地域のニーズも勘案し、校庭を含

めた用地全体の有効活用策を検討することとした。

（２）計画策定後、特別養護老人ホームの整備について、保健福祉部高齢者

施設整備担当及び政策経営部営繕課を中心に、施設整備費を補助する東

京都福祉保健局高齢社会対策部の意見も踏まえながら、詳細な検討を進め

た。その結果、以下の課題が明確となった。

①東京都の「特別養護老人ホーム等施設整備基本指針」において、ユニ

ット型での整備が原則とされている。しかし、既存校舎の転用案では、建

物の構造上、ユニット型プランでの諸室の配置が難しい。

②50 年間の使用を想定して特別養護老人ホームの整備をするが、既存校
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舎は建築後約 30 年が経過していることから、転用による整備後も大規

模な改修を行う必要がある。

③一般的に区有地（更地）を活用し、特別養護老人ホームを整備する場

合には、社会福祉法人に用地を貸与し、当該法人が施設整備を行い、

国、都、区がそれぞれ整備費の一部を補助することとしているが、既存

校舎を転用する場合は、区が改修し、その上で運営を社会福祉法人に

委ねることになることから、施設整備費の補助と比較し、区の財政負担

が大きくなる。

④同一建物内で特別養護老人ホームと地域体育館を整備するため、それ

ぞれの管理区分（避難経路・動線等）を設定しにくい。

   一方で、既存校舎の改修ではなく、校庭部分に施設を新築した場合には、

以下の効果が見込まれた。

    ①既存建物の構造にとらわれることなく、敷地を有効に活用した諸室の配

置を行うことができ、入所定員数を増加させることができる。

   ②社会福祉法人に用地を貸付け、民設民営により特別養護老人ホーム

の整備・運営を行うことで、定期借地料収入も見込まれ、区の財政負担

を抑えることができる

   ③区の施設である地域体育館と別の建物とすることで、管理区分が明確

になり、維持管理や施設の運営が容易となる。

   なお、当該用地は、１に記載のとおり、建ぺい率 40%（角地緩和適用により

50%）、容積率 80%の第一種低層住居専用地域であり、校庭部分を敷地分

割して特別養護老人ホームを整備することに伴い、既存の校舎の一部を解

体しなければ、地域体育館に改修する部分の建ぺい率及び容積率が、建

築基準法に抵触することになる。

（３）平成 26 年 10 月、２（１）及び（２）の検討結果を踏まえ、旧永福南小学校跡

地の整備方針を以下のとおり決定した。

①特別養護老人ホームの整備については、校舎を解体した上で旧永福南

小学校の校庭部分に整備する計画に変更するとともに、障害者団体か

らの要望などを踏まえ、重度身体障害者入所施設（障害者支援施設）

を併設する。

②永福体育館への転用については、体育館がある西側の既存校舎の改

修により行うこととし、会議室や多目的室等を整備するとともに、ビーチス

ポーツのほか健康増進のための活動にも利用できる屋外運動広場（ビ

ーチコート）を整備する。

（４）平成 27 年 4 月、旧永福南小学校跡地における特別養護老人ホーム等の

建設・運営事業者の公募を行い、平成 27 年 7 月に事業者を決定し、平成

28 年 10 月の着工に向け、事業者による設計が進められた。
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（５）平成 27 年 12 月、永福体育館移転改修とあわせて、特別養護老人ホーム

等の建設・運営事業者の決定及び施設整備の概要について、近隣住民へ

の説明会を開催した。

（６）平成 28 年 4 月、同月現在の待機児童数が 136 名（速報値）となり、昨年度

より 100 名近い増加となった。これを受け、平成 29 年 4 月の待機児童数を

推計したところ、平成 28 年度に既に計画している 1,000 名規模の保育施設

の整備を行っても、500 名を超える規模になることが明らかになった。

そこで、平成 29 年 4 月に待機児童を確実に解消するため、区が保有する

土地・建物を活用して、これまでにない規模で保育施設を整備することとし、

広く区民に理解と協力を求めるため、「すぎなみ保育緊急事態宣言」を行っ

た。

（７）平成 28 年 5 月、平成 29 年 4 月の開設に向け、実行計画の計画量を上回

る量の保育施設の整備等を緊急に進めるための平成 28 年度の対策を「待

機児童解消緊急対策」としてまとめた。

旧永福南小学校跡地についても検討の対象としたが、当該地については、

２（２）で述べたとおり既存の校舎の一部を解体しなければ建築基準法に抵

触することとなり、解体を行った上で保育施設を建設するためには、最短で２

年間程度の工期が必要であることから、平成 29 年 4 月には当該用地に保育

所を開設することができないため、緊急対策の対象用地とならなかった。

また、緊急対策では、「平成 29 年度以降の取組は、今年度行う実行計画

の改定において、明らかにする」こととした。

（８）平成 28 年 7 月、杉並区実行計画（計画期間：平成 29～31 年度）の改定

にあたり、平成 29 年度以降の保育施設整備等について検討する中で、今後

も保育需要の増加により、相当数の施設整備が必要であることが改めて確認

された。

そのため、旧永福南小学校跡地の整備方針の一部を変更し、国際基準を

満たすビーチコート部分の面積を確保した上で、屋外運動広場南側を敷地

分割し、保育施設を整備することとした。

３ 今回の措置請求に関する区の見解

（１）旧永福南小学校の既存校舎の活用について

請求人は、職員措置請求書１（３）の中で、旧永福南小学校（教室棟）の存

在を取り上げ、「本事業の遂行を正当化できる根拠は見出しがたい」と主張し

ている。

旧永福南小学校東側校舎（教室棟）は、昭和 62 年に竣工された建物であ
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ることから、他用途への転用も可能であり、区では、当初、区の喫緊かつ重要

課題である特別養護老人ホームに転用することとしていた。

しかし、詳細な検討を行った結果、２（２）及び（３）で述べたとおり、校庭を活

用した整備に方針を変更し、東側校舎（教室棟）については、将来的な負担

等を総合的に踏まえ、解体撤去する手法を選択したものである。

  また、西側校舎（管理・教室棟、体育館）は、既存の学校体育館を一部改

修することにより、老朽化が課題となっていた永福体育館の移転先として活用

することとしている。これは、統合後の学校跡地の有効活用や老朽化した建

物の改築改修経費の縮減の観点からも有益であり、かつ、現・永福体育館用

地の保育施設をはじめとした他用途への活用を可能とするものである。

このことにより、区の計画は、学校跡地を効果的に活用できるものであり、区

の判断に違法・不当な点はない。

（２）保育の待機児童解消緊急対策について

請求人は職員措置請求書１（６）①の中で、旧永福南小学校（教室棟）を

活用した保育施設の整備を「他に選びうる手段」が存在すると主張している。

また、②の中で「解体を選択すれば、この地は来年 4 月に必要とされている

待機児童解消緊急対策に生かすことが不可能となる。この観点においても、

安易な解体は、区に回復困難な損害を与えるものである」と主張している。

２（６）及び（７）で述べたとおり、区では、平成 28 年 4 月に行った「すぎなみ

保育緊急事態宣言」を踏まえ、同年 5 月に平成 29 年 4 月の待機児童解消

に向けた「待機児童解消緊急対策」を策定し、区立施設の転用等により施

設整備数を大幅に増やすこととした。

今回施設を整備することとした候補地は、認可保育所整備に必要な一定

規模以上の面積、立地条件、接道の状況、29 年 4 月までに整備が可能であ

るなどの条件を満たした施設の中から、地域の保育需要などに照らして選定

したものである。

なお、久我山東原公園については、区立公園 272 箇所から面積 1,000 ㎡

以上の公園 110 箇所のうち敷地や土地の条件の悪いものを除いた 41 箇所か

ら都市計画公園等を除く 7 か所に絞り込んだ中で、接道条件等を勘案して保

育適地として選定したものである。当該地周辺の久我山東児童遊園や富士

見丘北公園についても検討したが上記の選定条件を満たしていなかった。

また、本公園の一部の転用に関しては、住民説明会を 3 回実施するととも

に、子どもたちの遊び場の代替えとして、平成 28 年 8 月 1 日から、久我山五

丁目 4 番の土地を暫定的に広場として開放すること及び久我山小学校の学

校開放事業を拡充することなどにより、区民の理解に努めてきた。

この保育待機児童解消緊急対策は、平成 29 年 4 月までに保育施設を整

備することを目的とした取組であり、区の判断に違法・不当な点はない。
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（３）都市公園の保存について

請求人は、職員措置請求書１（６）①の中で、「すでに存在している都市公

園は、みだりに全部又は一部を廃止してはならない、とされている」と主張して

いる。また、「公園の撤去は、あくまで最終手段として認めうるものであって、他

に選びうる手段がある場合に撤去を選択し、そこに公金を支出することは、裁

量権の逸脱濫用として違法の疑いがある」と主張している。

都市公園の保存については、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第 16

条に規定のとおりであるが、同条第一号において、都市公園の全部又は一部

の廃止が「公益上特別の必要がある場合」は認められるものとされている。今

回の都市公園の全部又は一部を廃止し保育所を設置することは、「待機児童

解消緊急対策」によるものであり、「公益上特別の必要がある場合」に当たる。

また、平成 24 年 4 月に国土交通省都市局が示した都市公園法運用指針

（第２版）によれば、「公益上特別の必要がある場合」とは、その区域を都市公

園の用に供しておくよりも、他の施設のために利用することの方が公益上より

重要と判断される場合のことであるとされている。

以上のことから、区の判断に違法・不当な点はない。

（４）永福地域の保育需要への対応について

請求人は、職員措置請求書１（４）の中で、「転用可能区有地を有しながら

追加整備がないのは、あまりにも不自然であり、裁量権の逸脱濫用と指摘せ

ざるを得ないものがある」と主張している。また、同１（６）①の中で、「都市公園

の保存義務に加え、保育の実施義務（児童福祉法 24 条）が課せられている

杉並区が担うべき事業選択として妥当といえるのか」と主張している。

請求人が職員措置請求書１（４）で主張するとおり「認可保育所の整備・運

営に関する提案募集要項」では、公募対象の重点地域として永福町駅を挙

げており、これまでも区立施設や民有地の活用を検討し、精力的に保育定員

の増に努めてきた。

「待機児童解消緊急対策」を取りまとめる際の検討においても、当該地域

で転用できる区立施設の抽出を行ったが、当該用地については、３（２）で述

べたとおり平成 29 年 4 月までの整備に間に合わないため、候補地から除外し

た。

一方、平成 30 年度以降も保育需要がさらに高まることが見込まれ、永福地

域での保育施設の整備は不可欠であることから、２（８）で述べたとおり、旧永

福南小学校跡地の整備方針を一部変更し、保育施設を整備することとしたも

のである。

今後とも、現・永福体育館の跡地をはじめ、区立施設の再編整備により生

み出された用地などを活用しながら、当該地域における保育施設の整備を計

画的に進めていく考えである。
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以上のことから、今回の計画は妥当であり、区の判断に違法・不当な点は

ない。

（５）区立施設再編整備計画との整合性について

請求人は、職員措置請求書１（５）の中で、「長期に使用可能な建物を安易

に解体することは、杉並区区立施設再編整備計画（第一期）で明らかにされ

ている『区立施設を取り巻く状況』及び『計画の基本的な考え方』を無視した

対応であると言わざるを得ず、区立施設の老朽化が加速している今日、区に

回復困難な損害を与えるものである」と主張している。

しかし、２（３）で述べた区の計画は、校庭部分を活用し重度身体障害者入

所施設（障害者支援施設）を併設した特別養護老人ホームの整備及び学校

体育館の改修による地域体育館への転用を可能とするだけでなく、地域体育

館の跡地活用により保育需要等への対応を図ることもできるものである。

したがって、この計画は、杉並区区立施設再編整備計画（第一期）に示し

た基本方針「複合化・多機能化等による効率化の推進」「学校施設と学校跡

地の有効活用」「緊急性の高い施設の優先整備」に合致するものであり、区の

判断に違法・不当な点はない。
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２８杉教第４９７０号

平成２８年７月２９日

抗 弁 書

杉並区監査委員 宛

杉並区教育委員会

教育長 井 出 隆 安

１ 永福体育館の移転改修とビーチコートの整備の経緯

（１） 杉並区区立施設再編整備計画（第一期）・第一次実施プランの策定

平成 26年３月に、杉並区は、区立施設設置基準の見直しや再編整備の取組を明

らかにした「杉並区区立施設再編整備計画（第一期）・第一次実施プラン（以下「第

一次実施プラン」という。）」を策定した。

この計画において、旧永福南小学校については、「既存校舎を特別養護老人ホー

ムへ転用し、体育館を老朽化した近隣の永福体育館に転用することを基本に、地

域のニーズも勘案し、校庭を含めた用地全体の有効活用策を検討する」とし、永

福体育館については、「築 40 年以上が経過しており老朽化への対応が課題となっ

ていることから、旧永福南小学校体育館へ移転」することとされた。

（２） 旧永福南小学校跡地の整備方針

「第一次実施プラン」に基づき、平成 26 年 10 月に、杉並区は、地元からの要

望や杉並区議会スポーツ振興議員連盟から要望書が提出されたこと等も踏まえ検

討をした結果、次のように旧永福南小学校跡地の整備方針を決定した。

ア 特別養護老人ホーム及び重度身体障害者入所施設の整備

当初の計画（第一次実施プラン）では、既存校舎（東側部分）を改修して特

別養護老人ホームを整備することとしていたが、最大数の入所定員の確保とコ

ストの縮減、維持管理や運営面での容易さ等を総合的に勘案し、現在の校庭に

特別養護老人ホームを整備し、既存校舎の東側部分を解体撤去する。

また、障害者団体から出されている入所施設の設置要望を踏まえ、重度身体

障害者入所施設を特別養護老人ホームに併設する。整備に当たっては、区が用

地を貸し付け、社会福祉法人による民設民営とする。

イ 地域体育館・多目的集会室・屋外運動広場等の整備

誰もが身近な地域でスポーツ・運動を楽しみ、地域の交流にも資する施設づ

くりを推進するため、既存校舎の西側部分を改修して永福体育館に転用すると

ともに、会議室及び多目的室等として整備する。

また、新たなスポーツ分野の振興を図る観点から、ビーチスポーツのほか健

康増進のための活動にも利用できる屋外運動広場（ビーチコート）を整備し、

別紙３-１
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施設は指定管理者による運営とする。

２ 旧永福南小学校校舎の東側部分を解体する必要性

「第一次実施プラン」では、既存校舎の西側部分を改修して永福体育館に転用

し、既存校舎の東側部分を改修して特別養護老人ホームを整備することとしてい

た。

検討を進める中で、最大数の入所定員の確保とコストの縮減、維持管理や運営

面での容易さ等を総合的に勘案し、校舎改修ではなく校庭に特別養護老人ホーム

を整備することとした。また、障害者団体からの要望を踏まえ、重度身体障害者

入所施設を併設することとした（旧永福南小学校跡地の整備方針）。

特別養護老人ホーム及び重度身体障害者入所施設（以下「特別養護老人ホーム

等」という。）の整備に当たっては、区が社会福祉法人に用地を貸し付け、民設民

営にすることとしている。

社会福祉法人が施設を建設することから、貸し付ける敷地面積を明確にするた

め、校庭部分を特別養護老人ホーム等の用地として敷地分割することとした。

また、永福体育館の整備に当たっては、既存校舎を活用して移転改修を行うこ

ととしているが、当該用地は建ぺい率 40％（角地緩和適用により 50％）、容積率

80％の第一種低層住居専用地域であるため、校舎部分の敷地面積では既存校舎全

体を残すと建築基準法に抵触してしまうこととなる。そのため、杉並区は、既存

校舎の西側部分を改修して体育館に転用し、既存校舎の東側部分を解体すること

とした。

３ 永福体育館の移転改修の考え方

杉並区教育委員会では、大宮前体育館、妙正寺体育館などの近年の区立体育館

の改修に当たり、子どもから高齢者まで区民誰もがスポーツ・運動に親しみ、健

康で豊かな暮らしの拠点となるよう、健康・体力づくり関連の機能の充実を図っ

てきた。

永福体育館の移転改修に当たっても、これらと同様の考え方に基づき、従来の

アリーナを備えた体育館に加えて、小体育室、トレーニングルーム、会議室等の

附帯施設を整備するとともに、既存校舎の東側部分を解体した空地の有効活用を

図るため、屋外運動広場（ビーチコート）を設けることとしたものである。

この屋外運動広場（ビーチコート）については、新たなスポーツ分野の振興を

図る観点からのビーチスポーツのほか、健康増進のための活動により多世代での

利用を図ることができるものである。

また、この屋外運動広場（ビーチコート）については、ビーチバレーボールの

国際基準（以下「国際基準」という。）を満たすように整備することとしている。

その理由は、①23区初となる国際基準を満たす常設ビーチコートを整備すること

により、東京 2020 オリンピック競技大会の開催に際して、区内に競技会場となる
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施設がない中で、事前キャンプ地等として活用することで、外国選手団との触れ

合いを通した国際交流や青少年育成、地域の活性化や区の知名度の向上等が期待

できること、②オリンピック開催後も、国内のビーチスポーツのトップレベルの

選手による試合や練習会場として利用されることで、区民に対してトップアスリ

ートの技術等を目の当たりにする機会を定期的かつ継続的に提供できることであ

る。

４ 旧永福南小学校跡地の整備方針の一部変更

平成 28 年７月に、杉並区は、平成 31 年度までの保育需要数等の見込みを踏ま

え、旧永福南小学校跡地の一部に保育施設を整備するため、当該整備方針を一部

変更することとした。

この整備方針の一部変更により、屋外運動広場（ビーチコート）の南側を敷地

分割して保育施設を整備することとしたことから、杉並区教育委員会は、国際基

準を満たす屋外運動広場（ビーチコート）部分の面積を必要最低限に精査した上

で、南側に整備することとしていた倉庫、観覧席及び駐輪場を北側部分に立体化

して配置するなど、永福体育館移転改修工事の設計を変更することとした。

５ 契約及び予算執行の流れ

（１） 当初の旧永福南小学校跡地の整備方針に伴い、永福体育館の移転改修（旧

永福南小学校の東側校舎の解体、屋外運動広場の設置を含む。）に係る予算は、以

下のとおり、平成 28年度当初予算の配当を受けていた。

予算総額  1,331,240 千円

内訳）平成 28年度         486,240 千円

平成 29年度（債務負担行為） 845,000 千円

また、契約及び予算執行のスケジュール（予定）は、以下のとおりであった。

平成28年 ７月 入札

平成28年 ８月 仮契約

平成28年 ９月 第三回区議会定例会に契約議案を提案

平成28年 10月 本契約

平成29年 ４月 平成 28年度分支払い

平成29年 12月 工事完了・平成 29年度分支払い

（２） 旧永福南小学校跡地の整備方針の一部変更に伴い、契約及び予算執行にお

いても、以下のとおりのスケジュール（予定）に変更した。

平成28年 ７月 ～ 地域・各団体への説明

永福体育館移転改修工事設計

平成28年 ９月 第三回区議会定例会に永福体育館移転改修工事費

の補正予算案を提案

平成28年 12月 入札
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平成29年 １月 仮契約

平成29年 ２月 第一回区議会定例会に永福体育館移転改修工事契

約議案を提案

平成29年 ３月 本契約

平成29年 ４月 工事着工

平成30年 ６月 竣工

平成30年 ９月 永福体育館開設

６ 職員措置請求に対する杉並区教育委員会の見解

上記のとおり、杉並区教育委員会は、第一次実施プラン及び同プランに基づく

整備方針により、旧永福南小学校の既存校舎の西側部分を改修して永福体育館を

移転することとし、校庭部分に特別養護老人ホーム等を建設するために敷地分割

を行うと建築基準法に抵触することから既存校舎の東側部分を解体することとし

た。併せて、既存校舎の東側部分を解体した空地の有効活用を図るため、屋外運

動広場（ビーチコート）を設けることとしたものである。

その後、旧永福南小学校跡地の一部に保育施設を整備するために当該整備方針

の一部が変更された（屋外運動広場（ビーチコート）の南側部分を敷地分割して

保育施設を整備する。）ことに伴い、杉並区教育委員会は、屋外運動広場（ビーチ

コート）部分の面積を必要最低限に精査した上で、南側に整備することとしてい

た倉庫、観覧席及び駐輪場を北側部分に立体化して配置するなど、永福体育館移

転改修工事の設計を変更することとしたものである。

これらのことから、杉並区教育委員会の判断に、違法・不当な点はない。

なお、永福体育館の移転改修の契約に当たっては、入札情報サービス（東京電

子自治体共同運営）により、以下のとおり、平成 28年度の発注予定として公表し

ており、請求人は職員措置請求書に事実証明書として添付していた。

件名     杉並区永福体育館移転改修建築工事

履行期間   契約確定日の翌日から 2017 年 12 月 15 日まで

概要     既存校舎解体・改修工事

入札予定時期 2016 年７月

しかし、旧永福南小学校跡地の整備方針の一部変更に伴い、請求人が事実証明

書として職員措置請求書に添付していた平成 28年度の発注予定については、現時

点では存在しない。
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２８杉教第５１９１号

平成２８年８月１２日

抗 弁 書

杉並区監査委員 宛

杉並区教育委員会

教育長 井 出 隆 安

１ 首都圏における屋外常設ビーチコートの現況

平成 27 年 10 月に杉並区議会決算特別委員会で杉並区教育委員会事務局スポーツ

振興課長（以下「スポーツ振興課長」という。）が答弁した屋外常設のビーチコート

については、神奈川県川崎市（川崎マリエン）、藤沢市（鵠沼海岸ビーチレクリエー

ションゾーン）、平塚市（湘南ベルマーレひらつかビーチパーク）、埼玉県越谷市（し

らこばと水上公園）及び深谷市（深谷グリーンパーク）は平成 28 年８月 12 日現在

も運営しているが、大田区（ビーチスタジアム東京ベイ）は請求人の主張のとおり、

平成 27年５月に廃止されている。

なお、このほか、首都圏には、横浜市（八景島海の公園）、千葉県船橋市（オール

サムズビーチスポーツパーク）、御宿町（月の砂漠記念像周辺特設コート）及び茨城

県神栖市（サビアスポルト）に、屋外常設のビーチコートが設置されている。

２ 大田区のビーチコート（ビーチスタジアム東京ベイ）の廃止について

大田区にあったビーチコート（ビーチスタジアム東京ベイ）は、テニスコート（５

面）やフットサルコート（３面）、洗車場を備えた総合施設である「クリエイティブ

ライフ羽田パーク」（大田区羽田旭町 10－１）の一施設として、ビーチコート（１

面）が整備されていたが、平成 27年５月にビーチコートを含む施設全体の営業を廃

止している。

平成 28年８月９日に杉並区教育委員会事務局スポーツ振興課において、当該施設

を管理していた企業（鹿島建物総合管理株式会社）に施設を廃止した理由を確認し

たところ、当該施設（クリエイティブライフ羽田パーク）は、土地を一時的に活用

するため、施設の建設に比べて安価に設置可能なビーチコートやテニスコート、洗

車場などを整備したものであるが、今後、当該施設の隣接地を含め他の用途に活用

するため、当該施設全体を閉鎖したとの回答を得ている。

したがって、請求人がビーチバレーは人気がないと主張することと、大田区のビ

ーチコートの廃止とは直接の関連がない。

別紙３-２
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３ 新たな証拠に対する杉並区教育委員会の見解

（１） スポーツ振興課長が虚偽答弁したとする主張について

杉並区教育委員会事務局スポーツ振興課では、杉並区区立施設再編整備計画（第

一期）・第一次実施プランに基づく旧永福南小学校跡地の整備方針の具体化に向け

て、スポーツ振興課長が、平成 26 年５月 31 日に大田区にあった「ビーチスタジ

アム東京ベイ」を視察したほか、同年８月までの間に他のビーチコート施設を視

察した。杉並区議会決算特別委員会におけるスポーツ振興課長の答弁は、こうし

た自らの見聞に基づき行ったものである。平成 27年５月に当該施設が廃止された

事実を承知していなかったことから、結果として一部事実と異なる答弁となって

しまったが、偽って答弁したものではない。

なお、請求人が虚偽答弁と主張する杉並区議会決算特別委員会は、平成 27 年

10月 14 日の誤りである。

（２） ビーチコートは五輪後「負の遺産」となりかねないとの主張について

移転改修後の永福体育館には、23区初となるビーチバレーボールの国際基準を

満たす常設のビーチコートを整備することにより、①東京 2020 オリンピック競技

大会の開催に際して、区内に競技会場となる施設がない中で、事前キャンプ地等

として活用することで、外国人選手団との触れ合いを通した国際交流や青少年育

成、地域の活性化や区の知名度の向上等が期待できること、②オリンピック開催

後も、国内のビーチスポーツのトップレベルの選手による試合や練習会場として

利用されることで、区民に対してトップアスリートの技術等を目の当たりにする

機会を定期的かつ継続的に提供できるものである。

また、首都圏には、埼玉県越谷市や深谷市、千葉県船橋市の内陸部にも屋外常

設ビーチコートが設置され、これらの施設においてはビーチバレーのほか、ビー

チサッカー、ビーチテニス、ビーチフラッグなどのビーチスポーツやビーチヨガ

などの健康増進事業を行うために年間を通して活用されており、杉並区において

も同様の活用を想定している。

これらのことから、ビーチコートは、地域の住民に日常的・継続的に活用され

る施設になり得るものであり、請求人が主張する「五輪後に負の遺産になりかね

ない」との指摘は当たらない。
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○都市公園法 

発令    ：昭和31年４月20日法律第79号 

最終改正：平成26年６月13日号外法律第69号 

改正内容：平成26年６月13日号外法律第69号[平成28年４月１日] 

 

（都市公園の保存） 

第十六条 公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部に

ついて都市公園を廃止してはならない。 

一 都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都

市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合 

二 廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合 

三 公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該

貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合 

 

 

○都市公園法運用指針（第２版） 【平成24年４月 国土交通省都市局】 

４．都市公園の保存規定について（法第16条関係） 

(１) 趣旨及び基本的な考え方 

都市における緑とオープンスペースは、人々の憩いとレクリエーションの場となる

ほか、都市景観の向上、都市環境の改善、災害時の避難場所等として機能するなど多

様な機能を有しており、緑とオープンスペースの中核となる都市公園の積極的な整備

を図るとともに都市住民の貴重な資産としてその存続を図ることが必要である。 

このような趣旨から、法第16条に都市公園の保存規定が設けられ、従来は「都市計

画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合」や「廃止される都市公

園に代わるべき都市公園が設置される場合」を除き、みだりに都市公園の区域の全部

又は一部について都市公園を廃止してはならないとされてきたところである。 

このため、従来より借地方式により都市公園が確保されてきているところであるが、

貸借契約の終了等に際して当該都市公園を廃止することができるかどうかが明確にな

っていなかったことから、土地所有者からの借地について協力が得られにくい状況に

あったところである。 

平成16年の法改正は、公園管理者がその土地物件に係る権原を借り受けにより取得

した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合

にも都市公園の区域の廃止を行うことができることを明確にすることにより、例えば

企業の保有する遊休地等土地所有者が都市公園用地を提供しやすい環境を整備し、借

地方式による効率的な都市公園の整備促進を図るものである。 

なお、平成16年の法改正により、法第16条第３号に「公園管理者がその土地物件に

係る権原を借り受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除

によりその権原が消滅した場合」においても都市公園の全部又は一部を廃止すること

を可能とする規定を設けたところであるが、都市公園が土地収用法第３条に規定する

収用対象事業であることに変わりはなく、借地契約が終了した場合でも、土地所有者

等の意向のみにより都市公園が廃止されるものではないことから、公園管理者の判断
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が必要となる。 

平成16年の法改正の施行前に貸借契約を締結し、都市公園として供用しているもの

についても、当該改正後の法第16条第３号は適用されるが、従前の借地公園のうち、

正当な事由がない限り貸し付けの契約を更新することとされている借地公園等公園管

理者が引き続き存置すべきと判断する都市公園については、貸借契約を更新する等に

より、引き続き都市公園の保存に努めることが望ましい。 

 

(２) 緑の基本計画との関係 

緑の基本計画は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する総合的なマスタ

ープランとなるものであることから、借地公園についても、可能な限り、緑の基本計

画の都市公園の整備の方針等に含めることが望ましい。 

 

(３) その他 

賃借契約が終了し、都市公園を廃止する場合であっても、公園管理者が所有する公

園施設の所有権は都市公園を廃止しただけで移動するものではなく、公園管理者であ

る地方公共団体と土地所有者等との間で譲渡等の手続きが行われることとなる。 

また、公園施設を国庫補助事業で整備する場合、補助金等にかかる予算の執行の適

正化に関する法律が適用されることについても留意しておく必要がある。 

 

（ 参考「公益上特別の必要がある場合」について） 

「公益上特別の必要がある場合」とは、その区域を都市公園の用に供しておくよりも、

他の施設のために利用することの方が公益上より重要と判断される場合のことである。 

その判断に当たっては客観性を確保しつつ慎重に行う必要がある。例えば土地収用法第

４条においては、同法又は他の法律によって、土地等を収用し、又は使用することができ

る事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ収用し、又は使用することがで

きない旨規定しているが、法第16条で規定する「公益上特別の必要がある場合」において

も、少なくとも土地収用法第４条に規定する程度の特別の必要が求められると考えられる。 


	

